
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

日本ＥＲＩ株式会社 

エネルギーパス第三者認証業務要領 
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この「エネルギーパス第三者認証業務要領」（以下「業務要領」という。）は、日本ＥＲ

Ｉ株式会社（以下「ＥＲＩ」という。）が実施する、エネルギーパス第三者認証業務につい

て必要な事項を定めるものです。 

 

認証業務の要領 

１．手続きの流れ 

１）審査の条件 

①業務の対象 

エネルギーパス第三者認証の対象は、住宅の新築及び既存住宅とします。また、

申請の時期は着工前、着工後を問わないものとします。 

②審査の実施者 

審査の実施者は、住宅品質確保法第 13 条に定める評価員でＥＲＩに評価員として

選任されている者（以下「審査員」という。）とします。また、業務の公正な実施

に支障を及ぼすおそれがあるものとして平成 18 年国土交通省告示第 304 号を審査

員について準用します。 

③審査に必要な提出図書 

審査に必要な提出図書は、別表１に定めるとおりとなります。なお、低炭素建築

物新築等計画に係る技術的審査、設計住宅性能評価又は長期優良住宅建築等計画

に係る技術的審査等をＥＲＩに同時に申請する場合においては、審査に必要な提

出図書のうち重複するものは省略することができます（ただし、審査の内容が確

認できる場合に限ります。）。 

２）業務の引受 

・ＥＲＩは、申請者から審査の申請があった場合は、エネルギーパス第三者認証申

請書の正本及び副本に、それぞれ１）③の図書が添付されていること及び以下の

事項について確認します。 

ａ．申請のあった住宅が、１）①の業務の対象に該当すること。 

ｂ．申請のあった住宅の建て方（一戸建ての住宅か共同住宅等）の確認をする

こと 

ｃ．提出図書に不足なく、かつ記載事項に漏れがないこと 

・提出図書に特に不備がない場合には申請者に対して引受承諾書及び請求書を交付

します。 

・認証書の発行前に申請を取り下げる場合においては、その旨を記載した取り下げ

届をＥＲＩに提出します。 

３）審査の実施 

・２）の後、「２．審査の方法」により審査を行います。 

・１）③で提出された図書の内容に疑義がある場合又は審査上必要がある場合は申

請者又は代理者に説明を求め、誤りがある場合は訂正を求めます。 

４）エネルギーパス第三者認証書の発行 

・「２．審査の方法」による審査が完了し、基準に適合していると認める場合、審査

料金の入金がされたことを確認し、申請者に対してエネルギーパス第三者認証書

を発行します。 

・認証書の発行は、申請書及び提出図書の副本を１部添えて行います。 
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   ・認証書には、別表 2「認証番号の付番方法」に基づき付番された認証番号を記載し

ます。 

 

２．審査の方法 

審査は、申請者が作成したエネルギーパス及び入力データ（一般社団法人日本エ

ネルギーパス協会（以下「エネルギーパス協会」という。）が用意するエネルギー

パス入力シートにより作成したものに限ります。）と、審査用提出図書との整合性

を確認します。 

 

３．審査料金 

１）新築及び既存住宅        税抜金額（カッコ内は税込金額）、単位：円 

一
戸
建
て
の
住
宅 

審査条件 エネルギーパス第三者認証料金 

単独審査 50,000（55,000） 

併願割引

ＢＥＬＳ 

40,000（44,000） 

 

設計住宅性能評価 

長期優良住宅 

低炭素住宅 

性能向上・基準適合

共
同
住
宅
等 

審査条件 

エネルギーパス第三者認証料金 

基本料金+戸あたり料金×審査対象住戸 

基本料金 戸あたり料金 

単独審査 
150,000 

（165,000） 

6,000 

（6,600） 

併願審査

ＢＥＬＳ 

100,000 

（110,000） 

 

5,000 

（5,500） 

 

設計住宅性能評価 

長期優良住宅 

低炭素住宅 

性能向上・基準適合

※複数審査との併願の場合は、該当する最低の料金を適用します。 

※「共用部を有しない 2住戸のみの共同住宅等」の料金は一戸建ての住宅の料金に

2を乗じた額とします。 

※共同住宅等にて、1住戸のみの場合の料金は一戸建ての住宅の額とします。 

注：上記併願審査時の料金はエネルギーパス及び併願申請の外皮基準及び一次エネル

ギー消費量の計算を、（社）日本エネルギーパス協会が提供するプログラムを用いて

行う場合であって、同じ窓口に提出される場合に限ります。 
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２）変更申請料金 

上記各料金の２分の 1の額とします。 

 

３）再発行料金 

認証書を再発行する場合の再発行料金は、一通につき 10,000 円（税込 11,000 円）

とします。 

 

  ４）審査料金の減額 

ＥＲＩは、効率的に審査を行うことができる等の合理的理由がある場合等におい

ては、１）に定める審査料金によらず、別途料金を定めることができるものとし

ます。 

 

  ５）審査料金の増額 

ＥＲＩは、審査に要する時間が想定している時間を超える場合等においては、１）

に定める審査料金によらず、別途審査料金を定めることができるものとします。

この場合において、ＥＲＩは、申請者に対し、見積もりを提出します。 

 

４．秘密保持について 

ＥＲＩ及び審査員並びにこれらの者であった者は、この審査の業務に関して知り得

た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはなりません。 

 

５．帳簿の作成・保存について 

ＥＲＩは、次の（１）から（９）までに掲げる事項を記載した認証書の発行業務管

理帳簿（以下「帳簿」という。）を作成し事務所に備え付け、施錠のできる室又はロ

ッカー等において、個人情報及び秘密情報が漏れることなく、かつ、認証書の発行

業務以外の目的で複製、利用等がされない、確実な方法で保存します。 

（１） 申請者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地 

（２） 認証業務の対象となる建築物の名称 

（３） 認証業務の対象となる住宅の家屋番号及び所在地 

（４） 認証業務の対象となる住宅の建て方 

（５） 審査の申請を受けた年月日 

（６） 審査を行った審査員の氏名 

（７） 審査料金の金額 

（８） 認証書の発行を行った年月日  

ただし、上記に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク

に記録され、必要に応じＥＲＩにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙

面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって「帳簿」に代える

ことができる。 

 

６．書類等の保存 

帳簿は審査業務の全部を終了した日の属する年度、審査用提出図書および認証書

の写しは認証書の発行を行った日の属する年度から５事業年度保管します。 
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７．国土交通省等への報告等 

ＥＲＩは、公正な業務を実施するために国土交通省等から業務に関する報告等を求

められた場合には、審査の内容、判断根拠その他情報について報告等をします。 

 

８.エネルギーパス協会への報告 

ＥＲＩは、エネルギーパス協会から業務に関する報告を求められた場合には、審査

の内容、判断根拠その他情報について、報告等をすることができるものとします。 

 

別表 1 

図面の種類 明示すべき事項 

各種図面等 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺及び方位 

敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請建築物と周辺

建築物との距離及び高さの関係 

仕様書 

（仕上げ表、機器表を含

む。） 

構造及び工法 

部材の種別及び種類 

断熱材及び開口部の種別、寸法及び熱的物性値 

外装材の色 

サッシュの色 

暖冷房設備の種別、位置、仕様、性能及び数 

機械換気設備の種別、位置、仕様、性能、数及び制御方法 

給湯設備（太陽熱温水器、節湯器具）の種別、位置、仕様、性能、

数 

照明設備の種別、位置、仕様、性能、数及び制御方法 

発電設備（太陽光発電、コージェネレーション）の種別、位置、

仕様、性能、数及び制御方法 

気密測定の実績値又は実測値 

面積表 求積図 

用途別床面積表 

外皮面積の計算内容 

気積の計算内容 

各階平面図 縮尺及び方位、 

間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ 

壁の種類及び位置、 

開口部の位置、構造及び寸法 

開口部付属部材の位置及び種類 

日よけ（軒、庇、オーバーハング等）の寸法 

袖壁等の寸法 

設備等の位置 

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式 

立面図 縮尺 

開口部の位置、構造及び取付高さ寸法 
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日よけ（軒、庇、オーバーハング等）の位置及び出寸法並びに窓

上端から日よけ下端までの寸法 

屋根・外壁の色 

断面図又は矩計図 縮尺 

建築物の高さ（基礎、床、天井、階高さ、軒高さ並びに最高高さ

等） 

熱的境界（基礎、床、外壁、天井並びに屋根等）の構造 

日よけ（軒、庇、オーバーハング等）の位置及び出寸法並びに窓

上端から日よけ下端までの寸法 

各部詳細図 縮尺 

外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別

及び寸法 

各種計算書等 実質熱貫流率、日射取得率、その他計算を行った計算内容 

その他資料 各部材の断熱性能がわかる資料 

ガラスの日射取得率がわかる資料 

各設備性能等がわかる資料 

 
 

別表 2 

「認証番号の付番方法」 

認証番号は次のとおり表すものとする。 

『ＥＲＩＥＰ-○○○○○○○○』 

1～2  西暦の下２桁 

3～8  通し番号（０００００１から順に付するものとする。） 

 

 

（附則）この要領は２０２１年３月１日から施行する。 
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